
サーキュラーエコノミー（循環経済）への
移行に向けて
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栃木県

令和８(2026)年６月22日（月）
第１回サーキュラーエコノミー推進セミナー

栃木県環境森林部資源循環推進課 企画推進担当 副主幹 佐藤 正浩



循環経済（サーキュラーエコノミー）は、
「資源循環」と「成長の好循環」を目指す新たな経済の概念

出典：第１回資源循環自治体フォーラム 環境省説明資料

■循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行は、資源や製品を経済活動の様々な段階で循環させ
ることで、資源効率性を上げ、新たな資源の採取、エネルギーの消費や廃棄物発生をミニマム化す
るとともに、その循環の中で付加価値を生み出し、新たな成長の扉を開く鍵。
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出典：循環経済行動計画(R8.4.21 循環経済に関する関係閣僚会議)から抜粋
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【参考】再生材利用によるCO2削減

出典：環境省HP 4



循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行加速化パッケージの基本的な考え方
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出典：循環経済への移行加速化パッケージ
(R6.12.27 循環経済に関する関係閣僚会議)
から抜粋、一部加工）



資源有効利用促進法（資源法）改正のポイント

出典：経済産業省HP 6

2026年４月１日施行



栃木県環境総合計画

【概要版】

栃木県環境森林部

令和８(2026)年３月

※本日（R8.6.22)はサーキュラーエコノミーに関連する取組を抜粋。



１ 計画策定の背景

循環経済(サーキュラーエコノミー)への
移行を国家戦略として位置づけ(2024)

生物多様性国家戦略の策定(2023)、
ネイチャーポジティブ経済移行戦略策定
(2024)

2050年カーボンニュートラル宣言(2020)
地球温暖化対策計画の改定(2025)

鉱物資源の埋蔵量に対し需要が大幅超過
⇒廃棄物等を資源として活用し、成長に
つなげる経済社会システムへの転換

かつてない速度で進行する種の絶滅
⇒自然再興への国際的合意

以下の「時代の潮流」や「環境を取り巻く動き」を踏まえ、長期的な視野に立って本県の環境施策の方向性を提示するため策定

２ 計画の位置づけ

○県の環境保全に関する基本的かつ総合的な計画
栃木県環境基本条例の規定に基づき策定する県の環境保全に関する基本的な計画で環境関連法令等に基づく計画を包含

○県民・団体、事業者、行政（県、市町）等の各主体が環境保全の取組を実戦する際の指針となる計画

森里川湖プラごみゼロ宣言(2019)
栃木県プラスチック資源循環推進条例制
定(2020)

日光国立公園ステップアッププログラム
2025の策定(2021)

県カーボンニュートラル実現条例の制定
(2023)、新たな県民運動の開始(2024) 栃木県版レッドリスト第四次改訂(2023)

2050年とちぎカーボンニュートラル実
現に向けたロードマップ策定 (2022)

【時代の潮流】

世界的な気温上昇による深刻な環境危機
⇒脱炭素社会への国際的合意

【環境を取り巻く動き：国】

【環境を取り巻く動き：栃木県】

：カーボンニュートラル関係 ：ネイチャーポジティブ関係：サーキュラーエコノミー関係

県営処分場エコグリーンとちぎの開業
(2023)

第１章 計画の基本的事項（１）



３ 計画期間

おおむね10年後を展望した上で、令和８（2026）年度から令和12（2030）年度までの５か年間

４ 計画策定の考え方

○本県の現状や社会情勢を踏まえた本県の抱える環境課題への適切な対応
○「栃木県環境基本計画」に｢栃木県気候変動対策推進計画｣、｢栃木県資源循環推進計画｣を統合
○県政の基本指針となる次期プランと整合
○国の環境基本計画をはじめとする各種計画を反映

整合

【体系図】

栃木県環境基本計画
（2021～2025年度）

栃木県環境総合計画
（2026～2030年度）

栃木県資源循環推進計画（2021～
2025年度）

統合
栃木県気候変動対策推進計画
（2021～2025年度） 将来像

主要な施策

基本目標

新とちぎ未来創造プラン
（2026～2030年）

県政の基本指針

【共通する環境課題】
気候変動、資源循環、
生物多様性の保全 等

国の環境基本計画を
はじめとする各種計画

反映



２ 基本目標

基本目標① カーボンニュートラル（脱炭素化）の推進と気候変動への適応を目指す「とちぎ」
再生可能エネルギーの導入促進や省エネルギーなどによる温室効果ガスの排出削減対策、森林吸収源対策の推進による
カーボンニュートラルを目指すほか、地球温暖化による気候変動への適応対策を推進します。

１ 将来像（令和17（2035）年度における本県のイメージ）

自然と共生し、脱炭素と資源循環による「持続可能な環境立県とちぎ」

第２章 計画の目標

共通的・基盤的施策
県民の安全・安心な生活環境を保全するため、環境汚染防止対策を推進するほか、災害レジリエンス強化に資する
エネルギー産業の振興や、さまざまな環境教育や意識啓発を通じて次代を担う環境人材の育成などに取り組みます。

基本目標② サーキュラーエコノミー（循環経済）への移行を推進する「とちぎ」
循環型社会の形成に向け、あらゆる主体において資源循環に向けた取組を拡大していくとともに、持続可能な形で資源を
効率的・循環的に有効利用するサーキュラーエコノミーへの移行を推進します。

基本目標③ 人と自然が共生し、ネイチャーポジティブ（自然再興）の推進を目指す「とちぎ」
多様な動植物の生態系が維持され、県民が自然と共生しながら日々の暮らしを営むことができるよう、生物多様性の
損失を止め、反転させるネイチャーポジティブの推進や、豊かな自然環境の保全と活用の両立などに取り組みます。



基本目標② サーキュラーエコノミー（循環経済）への移行を推進する「とちぎ」

○発生抑制（①リシンク、②リフューズ、③リデュース）・再使用（④リユース）
○再生利用（➄リファイン、⑥リサイクル） ○再生可能資源への代替（⑦リニュ－アブル）

施策項目 １ ７Ｒの促進

【指標】

○廃棄物の適正処理 ○災害廃棄物の処理体制の整備

施策項目 ３ 廃棄物等の適正処理の促進

○資源循環に向けた処理体制の確保 ○廃棄物・リサイクル産業の振興

施策項目 ２ 資源循環推進体制の確保

目標値
R12(2030)

現状値
R6(2024)項目No.

620637
(2023)

県民１人１日当たりの生活系
一般廃棄物の排出量【g／人・日】1

40.742.8
(2022)

県内の産業による生産額(実質)１億円
当たりの産業廃棄物の排出量(農業及
び鉱業に係るものを除く)【t/億円】

2

4556
(2023)

県内で排出された一般廃棄物の
最終処分量 【千t】3

7577
(2023)

県内で排出された産業廃棄物の
最終処分量 【千t】4

12,00011,820環境学習参加者数
（資源循環分野） 【人】5

目標値
R12(2030)

現状値
R6(2024)項目No.

618709
(2023)

県民１人１日当たりのごみ
焼却量[再掲] 【g／人・日】６

20ーサーキュラーエコノミー動静脈
産業マッチング件数【件】７

増加を
目指す82

県内の産業団地等における
リサイクル施設の立地件数
【件】

８

79159
県内で発生した産業廃棄物不法
投棄の件数（10ｔ未満を含
む） 【件】

９

25８水害を想定した災害廃棄物処理
計画の策定市町数【市町】10

関連指標 No.１～６

関連指標 No.７、８

関連指標 No.９、10



７R（セブンR）とは・・・

・栃木県では、３R（リデュース、リユース、リサイ
クル）に本県独自のプラス３R（リシンク、リフュー
ズ、リファイン）の視点でプラスチックに関する施
策を展開してきました。

・また、国においては、プラスチック資源循環戦
略を策定し、３RプラスRenewableの基本原則
を掲げました。

・本県ではこうした国の動きや環境の現状等を
を踏まえ、循環経済への移行に向けた資源循
環対策として、上記の「R」を統合した「７R」を掲
げることとしました。



サーキュラーエコノミーに関する
栃木県の課題と対応の方向性

○動脈側（製造業者）と静脈側（リサイクル業者）の双方にとって必要な情報が不足している。
○ＱＣＤ（品質・コスト・納期）の事業面で、企業が事業展開できる経済原則に見合うレベルに達し
ていない。
○そもそも県民や事業者の認知度が低い。

○動脈企業と静脈企業のマッチング環境の創出・伴走支援、モデル事業への助成
○県民・事業者への普及啓発、県内製造業における技術向上等

【本県の課題】

【対応の方向性】

内 容予算(千円)区 分

マッチングセミナーの開催、マッチングした企業グループ
に対する専門家派遣

５，９８７①動静脈連携ビジネス
マッチング推進事業費

事業主体：ＣＥに取り組む企業グループ
補助対象経費：必要な研究費、労務費、原材料費等
補助率：2/3以内 補助上限額：７，５００千円

３０，０００②ＣＥ型ビジネスモデル
構築支援事業費

普及啓発動画の作成３，３００③ＣＥ普及啓発事業費

再生材の利用促進に向けたワークショップ等の開催１，９５７④ＣＥ移行推進事業費

【Ｒ８当初予算】

脱炭素化と資源循環の取組を一体的に促進するため、再資源化の取組を高度化し、資源循環産業の発展を目指す

「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」がR7.11に施行されました。 再資源化高度化法 13
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２次募集予定！R8秋頃実施予定！



◎ 栃木県リサイクル製品認定制度 ーとちの環エコ製品ー

（参考）プラスチックごみ対策の取組

●概要

県内で製造販売されるリサイクル製品について、認定要件に適合した製品を県が認定し、

その普及啓発を行うもの。

●認定プラスチック製品 13製品
（一昨年度認定）
・造園材４製品
・樹脂製敷板２製品
・梱包用緩衝材２製品
・加炭材１製品
・スチロールペレット１製品

合計その他土木資材肥料
土壌改良材

紙類
事務用品

区分

1361892215製品数

製品認定数（令和８年６月１日現在）
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